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輪之内町告示第２９－２号  

 

輪之内町一般廃棄物処理基本計画 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下｢廃棄物処理法｣

という。）第６条第１項及び輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年輪

之内町条例第１５号。以下｢条例｣という。）第４条第１項の規定により、輪之内町内に

おける一般廃棄物処理基本計画を次のとおり定める。 

 

  令和５年４月１日 

                     輪之内町長 木 野 隆 之 

 

 

（１） 基本方針 

 

   廃棄物処理の制度に関しては、汚物掃除法、清掃法を経て、昭和４５年のいわゆ

る公害国家において廃棄物処理法が制定された。清掃法までは、｢公衆衛生の向上｣

が目的とされてきたが、廃棄物処理法制定時に公害関係諸法に共通の｢生活環境の

保全｣という目的が加えられた。従って、一般廃棄物の処理責任は町にあるとの認

識の基に輪之内町の廃棄物行政を推進する上では、廃棄物処理法第１条の目的にあ

る｢生活環境の保全及び公衆衛生の向上｣を基本方針とする。また、環境保全の観点

から、持続可能な循環型社会の形成に寄与する一般廃棄物の処理を進める必要があ

る。 

   具体的には、 

    ① 環境への負荷の低減のため、資源持ち込み分別ステーション｢輪之内町エコ

ドーム｣を拠点として廃棄物の再生利用や資源物の回収・利用を促進し、もの 

の大切さの普及を図り、廃棄物の減量に努める。 

 

       ② 循環型社会の形成に向けた３Ｒを推進するため、町民・事業者・行政の役

割を明確にし、責任分担するとともに、互いの役割を理解し、協働すること

により廃棄物に対しての共通認識を持ち、自覚を持って取り組んでいく意識

の醸成を図る。 

 

 ア． Reduse （リデｭース） 

    ……減らす（出てくるごみをできるだけ減らす） 

 イ． Reuse  （リユース） 

    ……再使用（できるだけ繰り返し使う） 

 ウ． Recycle （リサイクル） 

    ……再生する（もう一度原料に戻して、新しくつくる） 
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③ 処理体制については、公衆衛生に支障を来さないように収集能力の適正維

持と輸送の効率化を進め、安全で衛生的な処理体制を維持継続する。 

 

 

（２） 計画期間 

   本町の一般廃棄物処理基本計画の計画期間は、令和５年４月から５年間とし、こ

の計画は３年を目途に必要に応じて改定する。 

 

 

（３） ごみの排出量及び処理量の見込み 

 

①  人口の推移 

         輪之内町では、平成２２年をピークに人口減少の傾向にある。自然増減（出

生、死亡）、社会増減（転入、転出）ともに減少幅が拡大する一方、外国人人

口の増加幅は拡大傾向にある。全国的にも、長期にわたり人口が減少していく

トレンドには変化がないと見込まれていることから、当町においても日本人は

微減、外国人は微増で人口が推移するものとみられる。 

単位：人  

実

績 

区分 平成 30年度 平成 31年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

日本人 9,393 9,339 9,239 3,116 8,988 

外国人 343 409 439 455 349 

合計 9,736 9,748 9,678 9,571 9,337 
       

推

計 

区分 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

日本人 8,950 8,910 8,890 8,870 8,850 

外国人 420 425 430 435 440 

合計 9,370 9,335 9,320 9,305 9,290 

※各年度４月１日現在 

 

    ② ごみの排出量（処理量）の推移 

 

   ア．家庭系一般廃棄物 

     再資源化の普及・推進が図られているものの、生活様式の見直しや家財道具

の整理をする世帯が増えたのか、人口減少とは反比例して増加傾向にある。 

資源ごみについては、集団回収での回収量が減少しており、今後も減少傾向

にあると推測する。また、エコドームでの回収分については、品目ごとに増減

の差はあるものの、総量としては概ね横ばいで推移すると推測している。 

 

． 
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単位：ｔ 

種別 
平成30年度 

(実績) 

平成31年度 

(実績) 

令和 2 年度

(実績) 

令和 3 年度

(実績) 

令和 4 年度

(見込) 

もえるごみ 1,216.10 1,246.20 1,289.1 1,280.2 1,313.3 

もえないごみ 206.7 131.6 139.5 92.8 112.7 

粗大ごみ 52.1 65.2 80.0 104.0 57.6 

（
集
団
回
収
以
外
） 

資
源
ご
み 

紙類 260.5 224.8 295.8 299.1 282.1 

布類 32.4 35.7 41.2 38.2 33.4 

小物金物類 1.8 1.5 1.7 2.0 1.8 

生ごみ 47.3 44.3 44.4 63.0 34.6 

空き缶 22.4 24.1 22.9 23.2 22.4 

ビン 49.9 46.1 48.1 42.9 41.2 

ペットボトル 30.7 32.4 31.0 33.3 34.6 

その他プラスチ

ック製容器包装 
19.2 16.5 19.0 19.9 21.7 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用製

品 
- - - - 2.0 

発泡トレー 2.4 1.9 3.2 4.3 3.7 

羽毛ふとん 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

ふとん・カー

ペット類 
6.7 4.5 4.9 4.7 6.3 

バッテリー 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 

割り箸 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

廃食油(kl) 2.2 1.5 1.9 1.6 0.9 

蛍光灯・電池 3.7 4.3 4.5 4.2 4.1 

インクカート

リッジ 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

小型充電式電

池 
- - - - 0.1 

小型家電 6.3 6.5 7.1 6.0 1.2 

小計 486.5 445.3 526.9 543.4 491.1 

（
集
団
回
収
） 

 

資
源
ご
み 

紙類 118.8 114.4 10.9 16.4 28.4 

布類 5.7 5.9 0.5 0.9 1.8 

空き缶 1.4 1.1 0.1 0.1 0.1 

小計 125.9 121.4 11.5 17.4 30.3 

合計 2,087.3 2,009.7 2,047.0 2,037.8 2,005.0 

リサイクル率（％） 29.3 28.2 26.3 27.5 26.0 
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単位：ｔ 

種別 
令和 5 年度 

(推計) 

令和 6 年度 

(推計) 

令和 7 年度 

(推計) 

令和 8 年度 

(推計) 

令和 9 年度 

(推計) 

もえるごみ 1,300.0 1,295.0 1,290.0 1,285.0 1,280.0 

もえないごみ 120.0 115.0 115.0 110.0 110.0 

粗大ごみ 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

（
集
団
回
収
以
外
） 

資
源
ご
み 

紙類 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 

布類 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

小物金物類 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

生ごみ 40.0 45.0 45.5 46.0 46.5 

空き缶 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 

ビン 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 

ペットボトル 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

その他プラスチ

ック製容器包装 
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用製

品 
3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 

発泡トレー 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

羽毛ふとん 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ふとん・カー

ペット類 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

バッテリー 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

割り箸 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

廃食油(kl) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

蛍光灯・電池 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

インクカート

リッジ 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

小型充電式電

池 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

小型家電 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

小計 509.1 514.6 516.1 517.1 518.6 

（
集
団
回
収
） 

 

資
源
ご
み 

紙類 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

布類 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

空き缶 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

小計 80.0 106.0 106.0 106.0 106.0 

合計 2,069.1 2,090.6 2,087.1 2,078.1 2,074.6 

リサイクル率（％） 28.5 29.7 29.8 30.0 30.1 
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      イ． し尿及び浄化槽汚泥 

          し尿及び浄化槽汚泥は、下水道の普及とともに減少傾向にある。今後とも下

水道の供用開始区域の拡大とともに減少するものと考えられる。 

                                                                     単位：ｋｌ 

区分 
平成 30年度 

(実績) 

平成 31年度 

(実績) 

令和 2 年度 

(実績) 

令和 3 年度 

(実績) 

令和 4 年度 

(見込) 

し尿 402.0 386.0 321.0 310.0 331.0 

浄化槽汚泥 4,876.0 4,686.0 4,711.0 4,465.0 4,418.0 

合計 5,278.0 5,072.0 5,032.0 4,775.0 4,749.0 
      

区分 
令和 5 年度 

(推計) 

令和 6 年度 

(推計) 

令和 7 年度 

(推計) 

令和 8 年度 

(推計) 

令和 9 年度 

(推計) 

し尿 325.0 310.0 290.0 270.0 250.0 

浄化槽汚泥 4,400.0 4,300.0 4,200.0 4,100.0 4,000.0 

合計 4,725.0 4,610.0 4,490.0 4,370.0 4,250.0 

 

      エ． 瓦れき類 

平成２８年度以降業者による搬入はないため、大幅に減少している。令和３，

４年の増加は火事ごみによるものである。将来的にも約３０ｔ／年に収束する

と予測している。 

                                                                 単位：ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

      オ． 事業系一般廃棄物 

     昨今の SDGｓへの取り組みから排出量は減少すると考えられるが、剪定枝等

の個人持込が増加傾向にあるため、排出量は横ばいと予測している。 

単位：ｔ 

区分 
平成 30年度 

(実績) 

平成 31年度 

(実績) 

令和 2 年度 

(実績) 

令和 3 年度 

(実績) 

令和 4 年度 

(見込) 

もえるごみ 574.0 577.1 576.0 586.0 561.0 

もえないごみ 27.5 25.2 27.0 60.2 46.4 

      

区分 
令和 5 年度 

(推計) 

令和 6 年度 

(推計) 

令和 7 年度 

(推計) 

令和 8 年度 

(推計) 

令和 9 年度 

(推計) 

もえるごみ 565.0 565.0 565.0 565.0 565.0 

もえないご

み 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

区分 
平成 30年度 

(実績) 

平成 31年度 

(実績) 

令和 2 年度 

(実績) 

令和 3 年度 

(実績) 

令和 4 年度 

(見込) 

瓦れき類 57.5 47.9 29.9 85.0 45.0 
      

区分 
令和 5 年度 

(推計) 

令和 6 年度 

(推計) 

令和 7 年度 

(推計) 

令和 8 年度 

(推計) 

令和 9 年度 

(推計) 

瓦れき類 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
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    ③ 目標の設定 

     これまでのごみの推移及び今後の推移については上記のとおりであるが、処

分場に直接搬入される瓦れき類や直接搬入される事業系一般廃棄物について

は、景気等に左右され目標値の設定が難しいため、目標値の設定にあたっては、

家庭系一般廃棄物について設定するものとする。 

 

         【目標】 

ごみの減量及びリサイクル量の増加により、令和９年度のリサイクル率を 

３０％以上とする。 

 

区分 
令和 4 年度 

(見込) 

令和 7 年度 

(中間目標) 

令和 9 年度 

(最終目標) 

ごみ総量(ｔ) 2,005.0 2,087.1 2,074.6 

リサイクル率(％) 26.0 29.8 30.1 

 

（４） ごみの排出の抑制のための方策に関する事項 

 

  ① 町の役割 

     町は、町内におけるごみの排出抑制に関し、ＮＰＯや住民と協働し、普及啓

発や情報提供、環境教育等を行うことにより住民の自主的な取組を促進するこ

ととする。 

 

     ア．エコドームの利用促進 

        平成１４年にオープンした資源持ち込み分別ステーション｢輪之内町

エコドーム｣を拠点として廃棄物の再生利用や資源物の回収・利用を促進 

し、ものの大切さの普及を図り、廃棄物の減量に努める。また、ペット

ボトル・空き缶のポイント付与に加え、平成２９年４月から古紙類・生

ごみ・来場者ポイントの付与も開始し、エコドームの利用促進に努める。 

 

          イ．ごみ処理有料化の継続 

        ごみ処理有料化は、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革

をすすめ、ごみの排出抑制や再利用の推進に効果があることから、今後

ともごみ処理の有料化を継続する。 

 

     ウ．生ごみ・剪定枝の堆肥化の推進 

        ＮＰＯが推進してきた生ごみの堆肥化に加え、剪定枝の堆肥化（チッ

プ化）も支援し、もえるごみの減量化に努める。また、各家庭における

生ごみ処理機、剪定枝粉砕機の購入に対して助成を継続してもえるごみ

の減量に努める。 
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     エ．集団資源回収への支援 

        小中学校のＰＴＡ等が実施する資源回収を奨励し、もえるごみの減量

化、資源ゴミの回収による循環型社会の意識啓発を図る。 

 

          オ．環境教育、普及啓発の充実 

        エコドームを活用した環境教育を推進する。なお、成人のみでなく  

こども園児や小中学生の環境学習にも力を注ぎ、環境保全への興味と 

意識付けを推進する。 

 

          カ．マイバック持参運動の継続 

        住民団体が主体となって実現したレジ袋の有料化によるマイバック持

参運動を今後とも推進する。 

 

          キ．環境物品等の使用促進 

        町自らも事業者としてグリーン購入などの循環型社会の形成に向けた

行動を率先して実行する。 

 

     ク．もえるごみの分析 

増加傾向にある一般家庭から排出されるもえるごみの組成分析を実施

し、焼却ごみを減量化するための新たな手段を検討する。 

 

    ② 住民の役割 

     住民は、商品の購入に当たっては、容器包装廃棄物の排出の少ない商品、繰

り返し使用できる商品、耐久性に優れた商品及び再生品の選択に努めるととも

に、商品の使用にあたっては、故障時の修理の励行等によりなるべく長時間使

用することに努め、自ら排出するごみの排出抑制に取り組むよう努めるものと

する。 

 

          ア．エコドーム利用の促進 

        古新聞、古雑誌、段ボール等の紙類や古着、空き缶、ビン、ペットボ

トル、トレー、発泡スチロール、小型家電等の資源として有効活用でき

るものは分別し、エコドームに持ち込むよう努める。 

 

          イ．集団資源回収への協力 

        小中学校のＰＴＡ等が実施する資源回収は、自宅まで引取に来て貰え

る利便性に鑑み、積極的に利用するとともに地域コミュニティーの醸成 

に努める。 

 

          ウ．容器包装廃棄物の排出抑制 

        商品の購入に当たっては、自ら買い物袋やマイバッグ、ふろしき等を
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持参し、また、簡易包装化されている商品、詰め替え可能な商品及び繰

り返し使用可能は容器（リターナブル容器）を用いている商品等を選択

すること等によって、できる限り容器包装廃棄物の排出の抑制に取り組

む。 

 

          エ．リターナブルビンを始めとする環境物品等の使用促進、使い捨て品の使

用抑制 

                トイレットペーパー等に再生品を使用し、リターナブルビン等のリタ

ーナブル容器を選択し適切に返却するよう努めるとともに、使い捨て品 

の使用を抑制する。また、可能な限り、ものを無駄に消費しない生活ス

タイルを心がけ、環境への負荷の少ないグリーン製品・サービスを選択

する。 

 

    ③ 事業者の役割 

 

     ア．発生源における排出抑制 

        事業者は、原材料の選択や製造工程を工夫すること等により、自ら排

出するごみの排出抑制に努める。 

 

          イ．過剰包装の抑制 

        事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品や容器等がご

みとなった場合に排出抑制、適正な循環的利用及び処分が円滑に実施で 

きるよう、容器包装の簡素化、繰り返し使用できる商品及び耐久性に優

れた商品の製造又は販売、修繕体制の整備、建物の長寿命化、適正な処

理が困難とならない商品の製造又は販売、必要な情報の提供に努める。 

 

          ウ．環境物品等の使用促進、使い捨て品の使用抑制等 

                トイレットペーパー等に再生品を使用し、リターナブルビン等のリタ

ーナブル容器を選択し適切に返却するよう努めるとともに、使い捨て品 

の使用を抑制する。また、可能な限り、ものを無駄に消費しない生活ス

タイルを心がけ、環境への負荷の少ないグリーン製品・サービスを選択

する。 
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（５） 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分 

 

① もえるごみ 

② もえないごみ 

 ③粗大ごみ 

  ④資源回収する古紙類 ④－１ 新聞・広告 

④－２ 雑誌 

④－３ 段ボール 

④－４ シュレッダー古紙 

④－５ その他の紙 

  ⑤資源回収する布類 

  ⑥資源回収する容器包装 ⑥－１ アルミ缶・スチール缶 

⑥－２ ガラスビン 

⑥－３ ペットボトル 

⑥－４ その他プラスチック製容器包装 

⑥－５ 発泡トレー 

⑥－６ 紙パック 

 ⑦資源回収する小物金物類 

  ⑧資源回収する生ごみ 

  ⑨資源回収するふとん・カーペット類  

  ⑩資源回収するバッテリー  

 ⑪資源回収する割り箸  

 ⑫資源回収する製品プラスチック 

 ⑬資源回収する廃食油 

 ⑭資源回収するインクカートリッジ 

 ⑮資源回収する蛍光灯・電池 

 ⑯資源回収する小型充電式電池 

 ⑰資源回収する小型家電 

 

（６） ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

 

    ごみの収集・運搬は、ごみ処理事業における住民との接点であり、重要な事業

である。しかもその費用は清掃事業全体に占める割合も高く、ごみの量や多様化

するごみの質に適切に対応するため、収集能力の適正化と輸送体制の効率化に配

慮してごみ処理事業を展開する必要があり、適正な収集・運搬体制の整備を図る。 

 

    ごみ処理フローは、別紙のとおり 
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（７） ごみ処理施設の整備に関する事項 

 

  ① もえるごみ処理施設 

    施 設 名：西濃環境保全センター（西濃環境整備組合） 

    所 在 地：揖斐郡大野町下座倉１３７５番地の１ 

    処理方式：旋回流型流動床焼却炉及びガス化高温溶融炉 

    公称能力：９０ｔ／日×３炉 

   

    ② もえないごみ・粗大ごみ処理施設 

    施 設 名：西南濃粗大廃棄物処理センター（西南濃粗大廃棄物処理組合） 

    所 在 地：養老郡養老町有尾字下池６６３番地 

    処理方式：二軸剪断式破砕機及び横型回転式破砕機による破砕処理 

    公称能力：７０ｔ／５時間 

 

  ③ 最終処分場 

   ア．施 設 名 ：輪之内町一般廃棄物最終処分場 

     所 在 地 ：輪之内町南波字村上地内 

     埋立対象物：瓦、レンガ、壁泥（わらを含まないものに限る。）、 

コンクリート破片（こぶし大の大きさまでとする。） 

          全体面積 ：７，６２３㎡ 

     埋立面積 ：６，５４８㎡ 

     埋立容量 ：３１，１９３ｍ３ 

 

      イ．施 設 名 ：西南濃粗大廃棄物処理センター最終処分場 

     所 在 地 ：養老郡養老町有尾字下池地内 

     埋立対象物：もえないごみ（破砕残渣） 

     埋立地面積：１０，１００㎡ 

     埋立容量 ：３０，６００ｍ３ 

          埋立方式 ：サンドイッチ方式 

 

 

    ④ し尿処理施設 

        施 設 名：大垣衛生センター（大垣衛生施設組合） 

        所 在 地：大垣市荒川町８５２番地 

    処理方式：高負荷脱窒素処理方式＋高度処理（砂ろ過＋活性炭吸着） 

    公称能力：３４０ｋｌ／日（し尿５４ｋｌ／日、浄化槽汚泥２８６ｋｌ／日） 
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（８） その他ごみの処理に関し必要な事項 

 

 ① 組織整備事業 

    ア 輪之内町廃棄物減量等推進員制度の充実 

      ・説明会、研修会の開催 

 

    イ 輪之内町廃棄物減量等推進審議会の継続的審議 

      ・審議会、研修会の開催 

 

        ウ 環境パトロール隊の編成 

      ・環境監視、不法投棄防止 

 

  ② 啓発・啓蒙事業 

 

        ア 啓発活動の強化 

・広報の活用 

・分別に関するパンフレット等の作成・配布 

・レジ袋の無償配布中止に伴うマイバッグ持参の奨励 

・小型家電リサイクル法による小型家電リサイクルの推進 

・住民への剪定枝粉砕機無料貸出による剪定枝の資源活用推進 

・農業用資機材（産業廃棄物）処分方法の周知徹底 

・食品廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進 

 

    イ 説明会の開催 

・減量等推進員の協力 

・ＮＰＯ団体との協働 

 

     ウ 地域リーダーの育成 

            ・地域において指導できる立場のごみ減量アドバイザー設置 

 

エ 環境教育の実践 

      ・エコドームを利用した環境学習の推進 

 

    オ ごみ減量化・リサイクルイベントの開催 

      ・環境に関するイベント開催 

             

    カ 事業所への啓発 

      ・事業所へのごみの排出抑制及び資源ごみの分別による減量化の啓発 

      ・業界紙、機関誌への啓発文掲載 
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    キ 環境パトロール隊の研修の実施  

 

  ③ 回収・収集システム、処理システムの確立 

 

ア 自家処理の奨励 

・輪之内町生ごみ処理機購入費補助金の交付 

 

イ 資源回収システムの拡充 

・各種団体の実施する資源分別回収事業に対する奨励金の交付 

 

    ウ 各地区ごみステーションの充実 

・集積場施設設置に対する補助金の交付 

 

エ ビン、缶、ペットボトルの回収体制の充実 

・分別容器の支給 

・回収機の活用 

       

 

  ④ 循環資源の有効利用 

 

    ア 各種リサイクル法の円滑な運用 

      各種リサイクル法の円滑な運用を図るための啓蒙、啓発 

 

    イ グリーン購入の推進 

      グリーン購入の啓蒙、啓発 

 

    ウ 剪定枝の資源活用推進 

      住民への剪定枝粉砕機無料貸出による剪定枝の資源活用に関する啓蒙、啓発  

 

    エ 食品廃棄物の再生利用の促進 

      住民、食品取扱事業者に対する食品廃棄物の再生利用に関する啓蒙、啓発 


